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戦争等不担保追加条項（サイバー保険特約条項用） 

 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。 

用語 定義 

国家関与型サイバー攻

撃 

次の①または②に掲げるものをいいます。 

① 国家によって実施されるサイバー攻撃 

② 国家の指示または管理のもとで実施されるサイバー攻撃 

重要インフラサービス 国民生活および経済活動の継続に不可欠なサービスをいい、サイバーセキュ

リティ基本法（平成26年法律第104号）第３条第１項に規定する重要社会基盤事

業者が提供するサービスを含みます。 

戦争等 次の①から③までに掲げるものをいい、宣戦布告の有無を問いません。 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら

に類似の事変または暴動（注） 

② ①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃 

③ 国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のアまたはイに重

大な影響を及ぼすもの 

 ア．重要インフラサービスの利用、提供または完全性 

 イ．安全保障または防衛 

（注） 暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に

おいて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を

いいます。 

特約条項 サイバー保険特約条項をいいます。 

被害国家 国家関与型サイバー攻撃によって被害を受ける国家をいいます。 

普通約款 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 

 

第１条（保険金を支払わない場合） 

当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、直接であると間接であるとを問わず、戦争等

に起因する損害（注）に対しては、保険金を支払いません。 

 

（注） 損害 

法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の費用、損失その他のこの保険契約で支払わ

れるべき損害の全てを含みます。 

 

第２条（国家関与型サイバー攻撃の特定） 

(1) 当会社は、第１条（保険金を支払わない場合）の適用にあたり、発生したサイバー攻撃が国家関与型サイ

バー攻撃であるか否かについて、客観的かつ合理的な証拠を考慮したうえでその判断を行うものとします。 

(2) (1)の客観的かつ合理的な証拠には、次の①または②に掲げるものを含みます。 

① 次のアからウまでに掲げる者の声明、発表、見解等 

ア．被害国家または他の国家 

イ．国際連合、北大西洋条約機構等の広く認知されている国際機関 

ウ．一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター、Forum of Incident Response and Security Teams

（FIRST）等のインシデント対応機関（注） 

② サイバーセキュリティ業界等の専門事業者における共通のまたは正統とみなされている声明、発表、

見解等 
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（注） インシデント対応機関 

所在する国または地域を問いません。 

 

第３条（普通保険約款等との関係） 

この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに

特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。 


